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◎議長（谷津邦夫氏）  開会前ですが、取材のため、報道機関から写真撮影等の申し出が

ありますので、許可しております。 

開議 午前１０時０３分   

──────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第１８号から議案第２７号までについて（委報第２号） 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の１ 委報第２号議案第１８号から議案第２７号までを一括

議題とします。 

 本件は、さきの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されております。 

 初めに、議案第１８号から議案第２２号まで、及び議案第２４号から議案第２７号まで

について、委員長の報告を求めます。 

 武田委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長武田悌一氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（武田悌一氏）  さきの本会議において付託になりました議案に

つきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第１８号から議案第２０号までの条例改正３件、議

案第２１号の計画変更１件、議案第２２号の動産の取得１件、議案第２３号の土地の取得

１件、議案第２４号及び議案第２５号の補正予算２件、議案第２６号及び議案第２７号の

契約締結２件の計１０件であります。 

 以下、御報告申し上げますが、全議員が委員となり審査を行っておりますので、審査の

詳細及び質疑、答弁の内容につきましては、省略をさせていただき、審査の結果について

のみ御報告させていただきます。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても、省略をさせていただきますので、

御了承願いたいと思います。 

 それでは、議案第１８号から議案第２２号及び議案第２４号から議案第２７号について

報告いたします。 

 議案第１８号三笠市非常勤特別職職員報酬等条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第１９号三笠市社会教育委員定数等条例の一部を改正する条例の制定について、議案

第２０号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２１号三笠市

過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について、議案第２２号動産の取得について、議

案第２４号平成２６年度三笠市一般会計補正予算（第１回）について、議案第２５号平成
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２６年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第１回）について、議案第２６号榊町団地

公営住宅建替工事請負契約の締結について、議案第２７号砂利山橋架替工事請負契約の締

結については、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について御報告させていた

だきますので、よろしく御審議いただくようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第１８号から第２２号まで、及び議案第２４号から議案第２７号までについて一括

して質疑を受けます。 

 質疑のある方は、発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質疑ないようですから、議案第１８号から議案第２２号まで、及

び議案第２４号から議案第２７号までについての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第１８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１８号について、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第１８号三笠市非常勤特別職職員報酬等条例の一部を改正する条例の制定について

は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第１９号三笠市社会教育委員定数等条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２０号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２０号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２１号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２１号三笠市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第２２号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２２号動産の取得については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２４号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２４号平成２６年度三笠市一般会計補正予算（第１回）については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２５号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２５号平成２６年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第１回）については、

委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２６号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２６号榊町団地公営住宅建替工事請負契約の締結については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第２７号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２７号砂利山橋架替工事請負契約の締結については、委員長報告のとおり原案可

決されました。 

 最後に、議案第２３号についてを議題とします。 

 議案第２３号について、委員長から報告を求める前に、地方自治法第１１７条の規定に

より、猿田議員、谷内議員は除斥の対象となりますので、退場を求めます。 

（４番猿田重夫氏 ６番谷内純哉氏 退場） 

◎議長（谷津邦夫氏）  議案第２３号について、委員長の報告を求めます。 

 武田委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長武田悌一氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（武田悌一氏）  さきの本会議において付託になりました議案第

２３号につきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 議案第２３号土地の取得については、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について御報告とさせてい

ただきますので、よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏）  これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  質疑ないようですから、議案第２３号についての質疑を終了しま

す。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 議案第２３号について、討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第２３号土地の取得については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

（４番猿田重夫氏 ６番谷内純哉氏 入場） 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 三笠市農業委員会委員の推薦について 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の２ 三笠市農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議会推薦の農業委員は、別紙御配付のとおりで２人を推薦したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 よって、別紙御配付のとおり２人を三笠市農業委員会委員に推薦することに決定しまし

た。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第３１号 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  続いて、日程の３ 議案第３１号議員派遣についてを議題としま

す。 

 お諮りします。   

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりであります。提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 
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 続いて、お諮りします。 

 議案第３１号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第３１号議員派遣については、原案可決しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第３２号 議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査について 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  日程の４ 議案第３２号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第３２号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏）  御異議なしと認めます。 

 議案第３２号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案可決されま

した。 

 以上で、今定例会に付議された事件は全て終了しました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

──────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏）  以上をもちまして、平成２６年第２回三笠市議会定例会を閉会し

ます。 

 御苦労さまでございました。 

閉会 午前１０時１７分   
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